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Ｑ． 

 中国の政府機関で諸手続きをする際に、資本信用証明書という書面の提出が

必要な場合があると聞きました。この書類はどのようなものでしょうか。信用

金庫でも発行してもらえますか。 

 

Ａ． 

 資本信用証明書とは、かつて中国での現地法人や駐在員事務所等の設立手続

きに必要であった提出書類のひとつです。現在は外資企業の設立もオンライン

による届け出制（備案制）に変更されているため、政府機関等から提出を求めら

れることはほとんどありません。 

 もし発行を依頼された際は、お取引実績のある信用金庫等にご相談ください。

また、信金中金から作成例を提供することも可能です。 

 

 

 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

 続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/CN_CapitalCredential.pdf

